
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、健康リスクが高い状況にある労働

者を見逃さないため、長時間労働者に対する医師による面接指導が確実に実施され

るようにし、労働者の健康管理を強化するものです。 

 
 

  

 労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間、労務を 

提供し得る状態にあったかを把握するものです。 

 出勤簿の押印だけでは、労働時間の状況を把握して 

いるとは言えません。 
 
 

 

 脳・心臓疾患の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を 

踏まえ、長時間労働により疲労が蓄積し、脳・心臓疾患発症のリスクが 

高まった労働者について、その健康の状況を把握し、これに応じて本人に 

対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた措置を講ずるものです。 

（労働安全衛生法第 66 条の８） 
 

 

 

 

 

 

 

 

労働時間の状況の把握方法に 
問題はご ざ い ま せ ん か？ 

事業主の 
みなさま 

 

2019 年 4 月 1 日施行の改正労働安全衛生法等により、すべての事業者に、 
 

１ タイムカードによる記録 
２ パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間 

（ログインからログアウトまでの時間）の記録 
３ その他の適切な方法 

 
により、労働者の労働時間の状況の客観的な把握が義務付けられました。 

（労働安全衛生法第 66 条の 8 の 3、同法施行規則第 52 条の 7 の 3） 

医師による面接指導とは？ 

労働時間の状況の把握とは？ 

法改正の目的は？ 

わが社は労働者の自己申告で労働時間を 
把握しているから問題ないよね？ 

 

社長 



Ｑ．「その他の適切な方法」として、労働時間の自己申告制は採用できないの？ 

 

 

 
 
Ｑ．「やむを得ず客観的な方法により把握しがたい場合」とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．やむを得ず自己申告制を採用した場合の注意点は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ａ．「やむを得ず客観的な方法により把握しがたい場合」には、自己申告制による

ことが考えられます。 
 

Ａ．例えば労働者が事業場外において行う業務に直行直帰する場合など、客観的

に把握する手段がない場合が考えられますが、労働者の働き方の実態や法の

趣旨を踏まえ、適切な方法を個別に判断することになります。 

なお、タイムカード等による客観的な労働時間の状況の把握が可能な場合は、

「やむを得ず客観的な方法により把握しがたい場合」には該当しないため、自

己申告制によることは認められません。 
 

Ａ．自己申告による把握を行う場合に、労働安全衛生法の定める「その他の適切

な方法」と認められるためには、以下のアからオまでの措置をすべて講じる必

要があります。 

十和田労働基準監督署 

青森労働局ホームページ 

「働き方改革関連法に基づく労働安全衛生法

の一部改正について～「産業医・産業保健機

能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が

強化されます～(平成 31 年 4 月 1 日施行)」 

 

関連のリーフレットは
こちらからも確認 

できます。 


